
1.陸上競技

　　○男女別・年齢別区分別、障害区分別　　　　　　△男女混合・年齢区分なし

手動 電動

50ｍ ○

100ｍ ○

200ｍ ○

400ｍ

800ｍ※ ○

1500ｍ※ ○ 【注 同時に申し込みのできない種目】

スラローム ○ ○ ・ ５０ｍ と １００ｍ

立幅跳 ・ 立幅跳 と 走幅跳

走幅跳 ・ ソフトボール投 と ジャベリックスロー

砲丸投 ○

ソフトボール投 ○

ジャベリックスロー

ビーンバック投 ○ ○

４×100ｍリレー

　※800ｍ、1500ｍは13歳（中学１年）以上とする。

２.水泳

　　○男女別・年齢別区分別、障害区分別　　　　　　

肢Ⅳ 聴

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平泳ぎ

25ｍ

50ｍ

100ｍ

バタフライ

25ｍ

50ｍ

100ｍ

自由形

25ｍ

50ｍ

100ｍ

背泳ぎ

25ｍ

50ｍ

100ｍ

知
的
障
害

身体障害の部

肢Ⅰ 肢Ⅱ 肢Ⅲ 視

△

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

7

○ ○ ○ ○ ○ ○

内部

立位 車椅子 自走 ガイドランナー有

1 2 3 4 5

身体 視覚 知的 聴覚

6

青　年 ２０歳　～　３５歳
2　部 ４０歳以上

壮　年 ３６歳以上

群馬県障害者スポーツ大会競技・種目表（〇は出場可）

年 齢 区 分

知的障害の部 身体障害の部

幼　年 ６歳（小学１年）～　１２歳
1　部 ３９歳以下

少　年 １３歳（中学１年）～　１９歳
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３.卓球

　○男女別・年齢区分別、障害区分別

3 4

卓球 ○ ○ ○

サウンドテーブルテニス ○

４.フライングディスク

　○男女別、競技区分（立位・座位）別

肢 視 聴 内 【フライングディスクについて】

1 2 3 4 アキュラシーについては

アキュラシー ○ ○ ○ ○ ○ ５ ｍ・７ ｍの同時申込はできません

アキュラシー ○ ○ ○ ○ ○

ディスタンス ○ ○ ○ ○ ○

５.ボウリング

　○【知的障害の部のみ】男女別・年齢区分別

６.アーチェリー

　○【身体障害の部のみ】男女別・年齢区分別、障害区分別

肢Ⅲ 聴 内

1 2 3 4 5 6 7 8

50ｍ・30ｍ　リカーブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30ｍダブル　リカーブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【注 アーチェリーについて】

オープン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ふれあいスポーツプラザの

50ｍ・30ｍ　コンパウンド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定資格を有する者とする

30ｍダブル　コンパウンド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７.ボッチャ

　○【身体障害の部のみ】

　　　競技の部・交流の部とも区分は同じ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

立位 ○ ○ ○

座位 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８.団体競技

フットソフトボール ○ 【注　団体競技について】

バスケットボール（男子） ○ チームの編成の難しい場合

バスケットボール（女子） ○ 事前のご相談ください

ソフトボール ○

サッカー ○

バレーボール ○

身体障害

知
的
障
害

身
体
障
害

精
神
障
害

5m

7m

身体障害の部

肢Ⅱ 肢Ⅰ

知
的
障
害

身体障害

1 2 5 6

○ ○ 〇 〇

知
的
障
害

身体障害の部 精
神
障
害

立位 車椅子 視覚 聴覚 内部
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障害者スポーツ大会　身体障害区分早見表　（アーチェリー）

ＹＥＳ

ＮＯ

肢体不自由 障害区
分番号

障害区分

障害原因が脳
原性

車いすを
使用

全ての指を屈
曲できる

１ 第８頸髄まで残存

２ その他の車いす

上肢に障害が
ある

３ 上肢障害

下肢に障害
がある

４
下肢障害
（いす、車いす使用を含む）

５ 体幹

６ 脳原性麻痺

聴覚障害

７ 聴覚障害

内部障害

８ ぼうこう又は直腸機能障害

聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そ
しゃく機能障害である

内部障害（ぼうこう又は直腸機能障
害）である

３． 　各設問に対する答えは、身体障害者手帳や更生指導台帳、本人からの事情聴取等を参考に判断
してください。

　判断に迷うケースが出た場合は、一般社団法人群馬県パラスポーツ協会までお問い合わせくだ
さい。

４． 　障害区分の決定後は、「競技・種目表」（４～５ページ）により出場希望種目を審査してくだ
さい。

　障害区分と部（年齢）によっては、出場できない競技もあります。

身体障害区分早見表
身体障害区分早見表の使用方法について

１． 　出場希望競技ごとの早見表を使用してください。

　陸上、水泳、卓球、アーチェリー、フライングディスク、ボッチャの障害区分はそれぞれ異な
ります。陸上、フライングディスク、卓球については「競技・種目表」（４～５ページ）を参考
にしてください。

２． 　各設問に対し、ＹＥＳ、ＮＯに従い進んでください。最後にたどり着いた数字が障害区分の番
号になります。
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障害者スポーツ大会　身体障害区分早見表　（水泳） ＹＥＳ

ＮＯ

肢体不自由 障害区分
番号 障害区分

障害原因が
脳原性

車いすを
使用

上肢のみの障
害

両上肢の機能
が全廃又は両
上腕を切断

一上肢のみ
の障害

一上肢の全
廃又は上腕
で切断

手首の切
断

１ 手部切断

２
片前腕切断または､片上肢不完
全

３ 片上腕切断または､片上肢完全

４
両前腕切断または､両上肢不完
全

５
両上腕切断または､両上肢完全，
片前腕及び片上腕切断

下肢のみの障
害

両下肢の機能
が全廃又は切
断

一下肢だけ
の障害

６
片下腿切断または､片下肢不完
全

７ 片大腿切断または､片下肢完全

８
両下腿切断または､両下肢不完
全

９
両大腿切断または､両下肢完
全，片下腿および片大腿切断

上下肢に共に
障害がある

１０
片上肢切断および片下肢切
断，片上肢不完全および片下
肢不完全

１１
多肢切断または､片上肢完全お
よび片下肢完全，両上肢不完
全および両下肢不完全

１２ 体幹

へそより上の
感覚はある

１３ 第７頸髄まで残存

１４ 第８頸髄まで残存

１５ 下肢麻痺で座位バランスなし

１６ 下肢麻痺で座位バランスあり

１７
四肢麻痺（車いす常用）
上肢に著しい不随意運動を伴
う走不能

１８
両下肢麻痺
上肢に軽度の不随意運動を伴
う走不能

１９ 片側障害で片上肢機能全廃

２０ その他の片側障害で走不能

２１ その他

２２ 浮具使用

視覚障害

２３ 視力０から光覚弁まで

２４
視力手動弁から０．０３まで
視野５度以内

２５ その他

聴覚障害

２６ 聴覚障害

杖、松葉杖歩行、又は泳ぐ際は片上
肢しか使わない

障害は片側

浮具を使用して泳
ぐ

視力０.０～０.０３、
又は視野５度以内

目の前で手を振られ
ても見えない

聴覚・平衡機能障害、音声・言語・
そしゃく機能障害である

一下肢の機能の全
廃又は切断

片側上下肢だけの障害で、かつ完全麻痺
ではない

全部の指を屈曲する
ことができない

背もたれのない状態
で座ることができる

走ることができ
ない

四肢又は上肢の障害
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障害者スポーツ大会　身体障害区分早見表　（ボッチャ）
ＹＥＳ

ＮＯ

肢体不自由 障害区分
番号

障害区分

障害原因が
脳原性

車椅子を使
用

１
多肢切断・両下肢完全で立
位

１２ その他立位

障害原因が
脊髄損傷

へそより上の
感覚はある

肘を伸ばすこ
とができる

２ 第６頸髄まで残存

３ 第７頸髄まで残存

４ 第８頸髄まで残存

５ 多肢切断

車いすを
使用

四肢麻痺 ６ 四肢麻痺で車いす使用

上肢で車いす
を動かす

７ けって移動

８ 上下肢で車いす使用

１１ その他車いす常用

走ることがで
きる

９ その他走不能

１２ その他立位

１０ 電動車いす常用

※  座位で競技する選手（区分２～８および10、11）について

　　移動や方向を変えることが機能的に困難な者、およびランプ使用者については

　　選手１名につき１名の競技アシスタントを認める。

片側の上下肢で車い
すを動かす

電動車椅子を使用

３肢体の切断または下肢の股・膝・
足関節全てに機能障害がある

手首や全指を屈曲す
ることができる

１１ その他車いす常用
３肢体を切断し、
座位で競技をする
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